
別 表 ４

難民認定申請及び処理数の推移

平成１８年１２月３１日現在

昭和５７年 530 67 （ ） 40 59

　　　５８年 44 63 （ ） 177 23

　　　５９年 62 31 （ ） 114 18

　　　６０年 29 10 （ ） 28 7

　　　６１年 54 3 （ ） 5 5

　　　６２年 48 6 （ ） 35 11

　　　６３年 47 12 （ ） 62 7

平成元年 50 2 （ ） 23 7

　　　 ２年 32 2 （ ） 31 4

　　　 ３年 42 1 （ ） 13 5 7

　　　 ４年 68 3 （ ） 40 2 2

　　　 ５年 50 6 （ ） 33 16 3

　　　 ６年 73 1 （ ） 41 9 9

　　　 ７年 52 2 （ 1 ） 32 24 3

８年 147 1 （ ） 43 6 3

９年 242 1 （ ） 80 27 3

１０年 133 16 （ 1 ） 293 41 42

１１年 260 16 （ 3 ） 177 16 44

１２年 216 22 ( ) 138 25 36

１３年 353 26 ( 2 ) 316 28 67

１４年 250 14 ( ) 211 39 40

１５年 336 10 ( 4 ) 298 23 16

１６年 426 15 （ 6 ） 294 41 9

１７年 384 46 （ 15 ） 249 32 97

１８年 954 34 （ 12 ） 389 48 53
合　　計 4,882 410 （ 44 ） 3,162 523 434

　　 　留資格変更許可及び期間更新許可数も含まれる。
（注２）　人道配慮による在留は，難民不認定とされた者のうち，人道配慮することとされた者の数であり，在
        計上されている。

認　　　定 不　認　定

（注１）　認定のカッコ内は，難民不認定とされた者の中から異議申立の結果認定された数であり，内数として
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